
公益社団法人全日本病院協会御中
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3ヲコ 連 絡

令和 2年 10月 15 日

厚生労働省医政局地域医療計画課

医療施設等における感染拡大防止のための留意点について（その 2)

標記について、別添（写）のとおり各衛生主管（部）局長宛て送付されました

ので、その趣旨を御了知いただくとともに、関係者への周知方よろしくお願いい

たします。

（問い合わせ先） 厚生労働省医政局地域医療計画課

主査継松

直通電話 03-3595-2194 

FAX 03-3503 8562 

ー、
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⑤
 事務連絡

令和 2年 10月 15日

都道府県

各保健所設置市衛生主管部（局） 御中

特別区

厚生労働省医政局総務課

厚生労働省医政局地域医療計画課

厚生労働省健康局結核感染症課

医療施設等における感染拡大防止のための留意点について（その 2)

医療施設等における新型コロナウイルス感染症対策については、「医療施設等

における感染拡大防止のための留意点について」 （令和 2年 2月 25 日付け事

務連絡）、「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点に

ついて（その 3)J （令和 2年 10月 2日付け事務連絡）などでお示ししていると

ころです。

今般、令和2年 2月 25日付け事務連絡を一部改正し、下記のとおりお示しし

ます（改正箇所は下線部）。

各衛生主管部局におかれましては、内容を御了知の上、管内医療機関への周知

を行っていただきますようお願いいたします。

記

1 職員等への対応について

( 1 ）職員のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性がある

と考えられる者も含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、ア

ルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「医療機関にお

ける新型コロナウイルス感染症への対応についてJ（令和 2年 2月 13日付

け事務連絡）等を参照の上、対策を徹底すること。
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⑤
 ( 2）職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には

出動を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合に

あっては、解熱後 24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで

は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、

引き続き当該職員の健康状態に留意すること。

該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努める

こと。

ここでいう職員とは、医療従事者だけでなく、事務職等、当該医療機関の

すべての職員やボランティア等を含むものとする。

( 3）厚生労働省で開発を進め、令和 2年 6月 19日にリリースした「新型コロ

ナウイルス接触確認アプリ（COCOA: COVID 19 Contact Confirming 

Application)Jについて、本アプリは利用者が増えることで感染拡大防止に

つながることが期待されており、別添資料も参考にしつつ、本アプリの活用

について、職員に周知を行うこと。

( 4）従前よりお示ししているとおり、面会については、感染経路の遮断という

観点から、感染の拡大状況等を踏まえ、必要な場合には一定の制限を設ける

ことや、面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合に

は面会を断るといった対応を検討すること。

また、面会のやり方としてオンライン面会の実施等も考えられるので、検

討すること。

( 5）取引業者、委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限

られた場所で行うことや、施設内に立ち入る場合については、体温を計測し

てもらい、発熱が認められる場合には入館を断るといった対応を検討するこ

と。

斗旦よなお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満

たすことができなくなる場合等については、当該医師等を医療法施行規則第

四条、第 21条の 2、第 22条の 2、第 22条の 6に定める医師等の数の算定

に加える取扱いとして差し支えないこと。
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⑤
 ( 7）廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46年政令第 300号）別

表第 1の4の項の中欄に掲げる施設（病院・診療所・助産所・衛生検査所・

介護老人保健施設・介護医療院等）において医療行為等により生じた廃棄物

は感染性廃棄物として、環境省が示している「廃棄物処理法に基づく感染性

廃棄物処理マニュアル1J （平成 30年3月）に基づいて適切な方法で取り扱

之iよι

また、上記以外の施設において生じた廃棄物は、感染性廃棄物には当たら

ないが、「廃棄物に関する新型コロナウイノレス感染症対策ガイドライン2J （令

和2年9月）を参考にしつつ、ごみに直接触れない、ごみ袋等に入れてしっ

かり縛って封をして排出する、捨てた後は手を洗う等の感染防止策を実施す

るなどして適切な処理を行うこと。

1 http: //www. env. go. jp/recvcle/misc; kansen-manuall. pdf 

2http: //www. env. go. jp/recvcle/waste/sp contr/infection/202009corona削 ideline

4笠

2 患者等への対応について

医療機関における新型コロナウイルス感染症の疑いのある人や患者の診

療時の感染予防策については、「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等

の診療に関する留意点について（その 3)J （令和 2年 10月2日付け事務連

絡）等に基づき、適切に対応すること。
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自分をまもり、大切な人をまもり、
地域と社会をまちるために、
接触確認アフリをインストールしましょう。

三そうE字見戸省

2020年6月15日庁ら 60日間使用中

（ 陽性者ヒの憤触を確認する（14日間｝ ）

ff!m 理里
君事Sil

新型コロナウィルス陽性と惨断されたら

白…ーた時中町位
世盟0ヘ田ご凶力をお助いたし圭1九

（略称： COCOA)
（ 陽性情報の畳録 ） COVID-19 Contact Confirming Application 

本アプりを広めましょう

r:司 本アプリi喜多〈の方にお使いいただ

高 ザ 〈ほど附 脚l,iJ<9.. 

（ アブリ閉山に知らぜる

‘ ・・

接触確認アブリは、新型コロナウイルス感染症の
感染者と接触した可能性について、通知を受け取
ることができる、スマートフォシのアブリです

＊画面イメ一三；；

0本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、
スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥー
ス）を利用して、お互いに分からないようプラ
イパシーを確保して、新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した可能性について、通知を
受けることができるアプリです。

0利用者は、陽性者と接触した可能性が分かるこ
とで、検査の受診など保健所のサポートを早く
受けることができます。利用者が増えることで、
感染拡大の防止につながることが期待されます。

1メートル以内、 15分以上の接触した可能性

。 ぞう《

日a
－接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでません

・どこで、いつ、誰と緩触したのかは、互いにわかりません

※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません

iPhoneの方はこちら Androidの方はこぢら 自由揖回

CB醤圏 Iトヨ説明 ｜回I~苦膏

詳しくはこちら田

厚生労働省

ウェブ‘サイト

ぞう厚生労働省 内閣官房需言語読訟~＝＝~＝策推進室
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｜間1 掻触確認アプりとは、どのようなものですか。

利用者ご本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能（ブルートウース）を利用して、お互いに分からないよう
プライバシーを確保して、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができます。
なお、本アプリはApple社とGoogle社が提供しているアプリケーシヨン・プログラミシゲ・インターフェイス（API）を元に開発し
ています。

｜間2 アプりを利用することで、どのようなメリットがありますか。

利用者は、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポート
を早〈受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。

｜問3 他の利用者との掻触をどのように記録するので功。

スマートフォンの近接通信機能（フルートウース）を利用して、ほかのスマー卜フォンとの近接した状態（概ね1メートル
以内で15分以上）を接触として検知します。近接した状態の情報は、ご本人のスマートフォンの中にのみ暗号化して記
録され、 14日が経過した後に自動的に無効になります。この記録は、端末から外部に出ることはなく、利用者はアプりを
削除することで、いつでも任意に記録を削除できます。

｜間4 個人情報が収集されるととはないですか。

氏名・電話番号・メールアドレスなどの個人の特定につながる情報を入力いただくことはありません。他のスマー卜フォンと
の近接した状態の情報は、暗号化のうえ、ご本人のスマートフォンの中にのみ記録され、 14日の経過した後に自動的に
無効になります。行政機関や第三者が接触の記録や個人の情報を利用し、収集することはありません。

｜間5 位置情報を利用するのですか。

GPSなどの位置情報を利用することはなく、記録することもありまぜん。

｜問6 他の利用者との揺触を検知する目安はありますか。

ご7利用のスマートフォン同士が、概ね1メートル以内の距離で15分以上の近接した状態にあった場合、接触として検
知される可能性が高くなります。機器の性能や周辺環境（ガラス窓や薄い障壁など）、端末を所持する方向などの条
件や状態により、計測する距離や時聞に差が生じますので、正確性を保証するものではありません。

｜問7 利用はいつでも申止できますか。

いつでも任意にアプリの利用を中止し、アアJを削除することで、すべての過去14日間分までの記録を削除できます。

｜問8 アプリでは、どのような通知がきますか。

新型コロナウイルス感染症の陽性者が、本人の同意のもと、陽性者であることを登録した場合に、その陽性者と過去
14日間に、概ね1メートル以内で15分以上の近接した状態の可能性があった場合に通知されます。通知を受けた後
は、ご自身の症状なとを選択いただくと、帰国者・接触者外来等の連絡先が表示され、検査の受診などが案内されます。

｜問9 新型コロナウイルス感染症の陽性勧ア列で登録した8通知はすぐにきますか。

利用者への通知は、 1日1回程度となっております。アプリへの登録のタイミンゲによっては、すぐに通知されない場合が
あります。なお、アプリの設定で「通知をONJにしていただくと、通知があった場合に画面上に通知メッセ一三；；が表示されます。

｜間10新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断されましたが、アプリで登録しなかったぼうなりますか。

陽性者と診断された場合に、アプリへの登録は、利用者の同意が前提であり、任意です。登録いただくことで、あなたと
接触した可能性がある方が、検査の受診など7保健所のザポートを早く受けることができます。

｜間11陽性者との接触の可能性が確認されたとの通知を受けた8、何をすればいいですか。

アアJの画面に表示される手順に沿って、ご自身の症状なとを選択いただくと、帰国者・接触者外来などの連絡先が表
示され、検査の受診なとをご案内します。

｜間12厚生労働省ではアプりで得た情報を何に利用するのですか。

厚生労働省では、アアjにより、利用者のデータを利用し、収集することはありません。利用者に氏名・電話番号などの
個人情報を入力いただくこともありません。
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